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　主に家内労働者の方々を対象に、 熱中症に関する注意点を周知する目的で作成したものです。



近年の気候変動の影響から、 高温・多湿な日が増えたことにより

熱中症による労働災害は増加傾向にあります。



また、熱中症による死亡災害の原因の多くは、

初期症状の放置、対応の遅れによることから、



熱中症の重症化を防ぎ、死亡災害を未然に防ぐことが重要です。

熱中症について、正しい知識を身につけ、体調の変化に気を付けるとともに、



熱中症による健康被害を防ぎましょう。



熱中症とは、高温多湿な環境下で、発汗による体温調節等がうまく働かなくなり、

体内に熱がこもった状態のことを指します。



めまい、立ちくらみ、大量の発汗、頭痛、嘔吐、倦怠感、筋肉のこむら返りなど、

人によってさまざまな症状が現れます。

近年、熱中症による死亡者の総数は増加しており、



特に 65 歳以上の高年齢者は全体の約 85％を占めています。

高年齢者は、体温調節機能や認知機能が低下し、



重症化リスクがあるため、 注意が必要です。

家内労働に従事する方の中には、 高年齢者も多いことから、

熱中症を未然に防ぐことが重要です。



熱中症の予防には、まず暑さに慣れることが重要です。

近年では、6月頃から暑くなりはじめ、

特に暑さに慣れていないこの時期は注意が必要です。

まずは、暑さに慣れることを意識しましょう。



熱中症の予防には、次のような対策が効果的です。

喉の渇きを感じなくても、こまめに水分を取りましょう。

また、塩分の摂取も重要です。



エアコン・扇風機を上手に使いましょう。

部屋の温度や湿度を調整しましょう。



暑いときは無理をせず、休憩しましょう。

十分な睡眠と栄養を取りましょう。



また、万が一に備えて、緊急連絡先を確認することも重要です。



安全な作業環境をつくるためには、エアコン等を活用して、

作業場を適切な室温にすることが重要です。

室温をこまめに確認するなどして、適切な温度を維持し、

作業に適した環境を整えましょう。



環境省では、暑さ指数（WBGT）を公表しています。

暑さ指数とは、気温、湿度、輻射熱の３つを取り入れた温度の指標です。
ふく



28以上31未満は「厳重警戒」とされ、外出時は炎天下を避けること、

室内では室温の上昇に注意することが必要とされています。

31以上は「危険」とされ、高齢者においては

安静状態でも熱中症が発生する可能性が高いため、

外出はなるべく避け、涼しい室内に移動するよう注意喚起されています。



また、28未満であっても、激しい作業をする際は、

十分な休憩をとることが必要とされています。

この暑さ指数を参考に、WBGT計を設置して、

室内の温度や活動のレベルを調節しましょう。



暑さ指数が２８を超えるときは熱中症にかかりやすいため、注意が必要です。



なお、WBGTを測定するには、WBGT計が必要です。積極的に活用しましょう。

令和4年度の東京都23区における熱中症死亡者のうち、



約6割はエアコンを使用していなかったという報告もあります。

暑い日の作業は無理をせず、エアコンを積極的に使用しましょう。



中には、エアコンを使用していても、故障により部屋が冷却されず、



熱中症にかかった例もありました。

東京都では、環境改善の一環として、



作業場のエアコンの設置にかかる費用の一部を助成しています。

エアコンが故障している、機種が古くて動かないなど、



新しく設置する必要がある場合は、家内労働相談コーナーまでご相談ください。

また、望ましい環境をつくるためには、作業場の整理整頓も重要です。



作業する部屋が材料や機械で風通しが悪く、

熱がこもりやすくなっている場合があるため、



常に整理整頓をし、風通しをよくしましょう。



熱中症を発症すると、



めまい、立ちくらみ、大量の発汗など、さまざまな症状が現れます。

自分で動ける場合は、涼しい場所に移動し体を冷やす、



経口補水液を補給するなどしてください。

あらかじめ経口補水液を常備しておくと安心です。



熱中症の判断は難しいため、体調が悪いときは早めに救急車を呼びましょう。

以上のように、近年の環境の変化による熱中症のリスクは非常に高く、

主に一人で作業を行う家内労働者は、熱中症発症時の対処が遅れると、

重篤な状況に陥る可能性が高くなります。

熱中症予防に取り組み、望ましい作業場の環境を整え、安全に作業を行いましょう。





東京都では、一定の条件を満たす家内労働者の方に

作業場の環境改善のための設備を取り付ける費用の一部を助成しています。

局所排気装置、全体換気装置、空気清浄装置、型抜き機等の安全装置、

エアコンなどのその他必要な安全衛生設備の設置に係る費用の一部が助成対象となります。

助成対象者には一定の条件がありますので、

詳しくは家内労働相談コーナーにお問い合わせください。



皮革業に従事し、有機溶剤を使用している方は

無料で有機溶剤健康診断を受診できます。



対象となる方は、皮革業に従事し、

有機溶剤を含む接着剤や両面テープなどを使用している、

次の①か②の条件を満たす方です。

①都内在住の家内労働者および補助者

②他県在住で都内に作業場がある家内労働者の方です。

検査内容は、尿検査、血圧、握力測定、医師による問診・診察があります。



受診場所は、都が指定する医療機関のなかから

原則として、お住まいの区に所在する医療機関、

他県在住の方は作業場がある区に所在する医療機関を

ご自身でお選びいただけます。

受診方法は、希望される医療機関に事前に連絡した上で、

東京都発行の 「受診票」 をお持ちになり、 受診してください。



東京都の家内労働相談コーナーには、家内労働相談員が常駐し、

工賃に関するトラブル、作業場の環境改善など、

家内労働全般についてのご相談をお受けしています。

この動画でご紹介した都の制度に関するご相談も承っていますので、

お気軽にご相談ください。




